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適合を決定できない理由 

表 1 

建築物の名称 ○○会社△△△△棟新築工事  

構造計算適合性判定受付番号 第 ×××××× 号 

建築物の番号 １ 

 

表 2 

該当図書名 
申請書に不備、不明確な点が 

認められる事項 
回     答 

該当図書 

該当頁等 
備考 

構造図 

S-03 

①  --------------------------- 計

算書の寸法と構造図が不整合で

す。 

構造図 S-03 を差し替

えます。 

S-03 ■補正 
□追加 

構造図 

 

②  ------図が添付されていません。 構造図 S-15-a を追加

します。 

S-15-a □補正 
■追加 

計算書 

p.254 

③  ------------------------------

-------の数値が間違っています。 

計算書 p.245 を差し

替えます。再計算の結

果、部材の変更はあり

ません。 

修-p.254 ■補正 
□追加 

計算書 

 

④  ---------------------の検討が

見当たりません。 

-----追加検討した結

果、追-p.1～追-p.5を

追加します。この結

果、B5 を追加したの

で、図面 S-6を差し替

えます。 

追-p.1～

追-p.4 

 

S-6 

□補正 
■追加 
 
 
■補正 
□追加 
 

計算書 ⑤  ---------------------の荷重は

見てありますか。確認して下さい。 

荷重を見直し、再出力

しました。一貫計算書

を差し替えます。 

またこの結果、大梁 G2

のサイズを変更しま

したので、図面 S-10、

S-12を差し替えます。 

S-10、 

S-12 

 

上部構造

一貫計算

書一式 

■補正 
□追加 
 
 
 
□補正 
■追加 
 
 

計算書 

p.14 

⑥  --------------------の安全性に

問題はありませんか。 

-------------------

--と考えており、安全

性に問題はないと判

断しております。 

なお、参考資料を添付

します。 

 

 

 

 

付-p.1～

12 

□補正 
□追加 
 
 
 
 
□補正 
■追加 

その他 

(申請書) 

⑦  申請書第三面の「5.構造計算の区

分」が間違っています。 

修正し、差し替えま

す。 

申請書第

三面 

■補正 
□追加 

※回答欄は増えても構いませんので、可能な限り丁寧にご記載下さい。 

※「該当頁」は、「追-p.1～追-p.5」のように、必ず最終頁までご記載下さい。 

Ａ適判質疑応答書記載例 ←「00 追加説明書の作成イメージ図」と一緒に確認のこと！ 

[構造図補正 Ａ－１例] 

[構造図追加 Ａ－３例] 

[計算書補正 Ａ－４例] 

[計算書追加 Ａ－６例] 

[追加説明として 

一貫計算書流し替え Ｄ－１例] 

[Ｄ－１] 

補正、追加無し、 

説明のみの場合 例 

[構造図補正 Ａ－１例] 

[構造図補正 Ａ－１例] 
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[Ａ-1] 図面の補正(差し替え)例…「変更箇所説明図」作成の留意事項 

 

 

 

[Ａ-３]図面の追加例…「追加図面」添付の留意事項 

 

適判質疑①回答 適判質疑①回答 

S-03 

図面番号は絶対に替えない↓ 

確認質疑 6回答 

自主補正 1 

※図面の補正(差替え)の場合は、訂正箇所がわかるように色づけで位置を示して下さい。 

また、構造計算適判の補正図面に、確認検査機関や自主変更での追加補正がある場合、構造適判指摘分

は        、確認検査機関指摘分は         、自主変更分は(軽微なものに限る)         と色を変えて下さい。 

※変更・修正した箇所には、必ず指摘対応番号を記載して下さい。 

S-15-ａ 

枝番とし、後の図面番号は絶対に替えない↓ 

自主補正 2 
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[Ａ-4] 計算書の補正(差し替え)例…「変更箇所説明計算書」作成の留意事項 

 

  

修-p.245 p.245 

※構造計算書の補正(差替え)の場合は、差し替え前のページ番

号は残し、その横に修正ページ番号を追加記載して下さい。 

質疑③回答 ※必ず、質疑番号を記載して下さい。 

当初の頁を残し、 質疑回答書の「該当頁」を記載する 

※条件を替え、再計算しました 
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[Ａ-６] 計算書の追加例…「追加計算書」添付の留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
質疑④追-p.1 

質疑④回答 

一連のものは、連続頁とする。 

※必ず、質疑番号を記載して下さい。 

質疑④追-p.2 

質疑④追-p.3 

質疑④追-p.4 

※「追加」の場合、解答ごと先頭に表紙をつけてすべての頁をまとめ、該当資料に「追加資料 1」「追加資料 2」

とする場合も可。再質疑対応などが想定される場合などは、こちらのやり方の方がよい。 
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[Ｄ－１] 一貫計算書を流し替えた場合…「一貫計算書修正・補正一覧表」の留意事項 

 

※構造適判中または確認申請での指摘により、一貫計算書を大幅に変更され流し替えられた場合は、追加説明書

(当初計算書も有効…)として添付される場合に限り、「D-1一貫計算書修正補正箇所一覧表」にてご報告下さるよ

うお願いします。(添付する記載例を参考にして下さい。) 

※また、修正内容がモデル全体に大きな影響を与え、部材を変更するなど結果が大きく変わった場合などは、追加

説明書には、必ず流し替えた一貫計算書(Ｄ－２)を添付して下さい。 

※大幅な変更があった場合は、再度判定員に確認を取ったり、再審査したりする場合があります。 

※軽微な場合、比較的変更箇所の少ない追加検討確認の場合は、資料は抜粋版で可。 

※自主補正による流し替えは厳禁です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一貫計算書で修正した箇所を記載

する 
指摘⑤ 

※修正箇所が少ない場合、部材の変更等大きな変動がない場合は、抜粋で可とします。 

※判定員の指示により、流し替えた一貫計算書を、追加説明書資料として全部送っていただく場合があります。 

  メールでのやり取りの際は、データ便等を活用してお送りください。 



6 

 

[Ｃ] 自主補正のあった場合…「自主補正リスト」の留意事項 

 
※自主補正の場合は、質疑応答書に追記するのでなく、別途送る「自主補正リスト」に「理由」「内容」「補正を行った

箇所」等に記載の上、ご提出ください。 

※自主補正として扱えるものは、基本、図面上の不整合や符号の間違いなど、軽微なものに限ります。構造適判や

確認での指摘がないにもかかわらず、部材を変更したり、一貫計算書を流し替えることは厳に慎んでください。 

補正内容によっては、軽微なものでなく、計画変更の手続きの対象となる場合があります。判断に迷われる場合

は、まずは確認検査機関にご相談下さい。 

 

 

■構造計算適合性判定審査後に自主補正を行った場合の修正一覧表 [記載例] 

物件名：                                                                

作成者：                提出日：     年    月    日 

番

号 
修正理由 具体的修正内容 

補正を行った箇所(具体的に) 

計算書 構造図 

1 
部材寸法の誤

記 
小梁 B5の寸法修正  S-16 

2 
伏図に寸法未

記入 
寸法記載  S-20 追記 

3 
計算書・図面不

整合 
ボルト 2-M16→2-M20に修正 P.3-4  

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 


